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ハローワーク秋田の 

各種情報はこちら↓ 

 

月刊ハローワーク通信 
ハローワーク秋田のイベント･情報などを紹介する広報紙です 

≪2025.1 月号≫ 

                                                     発行：〒010-0065 秋田市茨島 1-12-16 

                         ハローワーク秋田（電話 018-864-4111）                             

     当所へ電話でお問い合わせの際は、部門コード（問い合わせ先右端の【】内） 

を押してください。 

。 

 

 

 

経過措置を利用している場合、令和７（2025）年３月３１日まで有効な就業規則（例） 

６５歳までの継続雇用制度の導入にあたって、経過措置を利用している事業主の皆さまへ 

令和７年４月１日以降は以下のいずれかの措置により、 

高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。 

① 定年制の廃止 
 

② ６５歳までの定年の引き上げ 
 

③ 希望者全員の６５歳までの継続雇用制度の導入 

 

第○条 従業員の定年は満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由

に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用

安定法第９条第２項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準（以下「基準」という。）のいずれにも該当する

者については、６５歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。 

（１） 引き続き勤務することを希望している者 

（２） 過去○年間の出勤率が○％以上の者 

（３） 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと 

（４） ○○○○ 

 

２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。 

 

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで ６１歳 

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで ６３歳 

平成３４年４月１日から平成３７年３月３１日まで ６４歳 

 

令和７(2025)年４月１日以降、高年齢者雇用確保措置を講じるため必要な就業規則（例） 

 ①定年制の廃止 

  
 

※定年条項及び定年を前提に規定している条項の削除。 

 ②６５歳までの定年の引き上げ 

  
  ③希望者全員の６５歳までの継続雇用制度の導入 

  
 

第○条 従業員の定年は満６５歳とし、６５歳に達した年度の末日をもって退職とする。 

第○条 従業員の定年は満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職とする。 

ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については６５歳まで継続雇用する。 

ハローワーク秋田 企画部門 【３２＃】 お問い合わせ先 

4月 1日以降、 

いずれかの措置が必要 
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ハローワーク秋田 雇用の動き（令和６年１１月）

02年度 03年度 04年度 05年度 05.11 05.12 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 06.8 06.9 06.10 06.11

有効求人数 8,822 9,080 8,395 8,169 8,357 7,773 7,958 8,567 8,707 8,214 7,948 7,768 7,719 7,603 7,720 7,889 7,853

有効求職者数 6,480 6,217 5,982 5,887 5,542 5,400 5,575 6,069 6,342 6,283 6,385 6,200 5,912 5,647 5,626 5,699 5,377

求人倍率（秋田所） 1.36 1.46 1.40 1.39 1.51 1.44 1.43 1.41 1.37 1.31 1.24 1.25 1.31 1.35 1.37 1.38 1.46

求人倍率（秋田県） 1.28 1.49 1.49 1.32 1.29 1.28 1.28 1.27 1.31 1.32 1.30 1.24 1.24 1.24 1.27 1.24 1.26
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雇用保険電子申請アドバイザーが支援します！ 

お問い合わせ先 
秋田労働局職業安定課 雇用保険担当（休祝日除く月～金曜日の 8:30～17:15） 

電話：018-883-0007  メールアドレス：05ar-koyohoken＠mhlw.go.jp 

 雇用保険電子申請アドバイザーとはどんな人ですか？ 

○秋田労働局長から委嘱を受けた雇用保険制度にも精通した社会保険労務士であり、電子申請手続きについても 

経験・知識が豊富です。 

 相談したい場合はどうすればいいですか？ 

○ハローワーク秋田で、毎月２回の相談を行っています。 

・令和６年度相談日 : １月１４日（火）・２１日（火）   ２月１２日（水）・１８日（火） 

     ３月１１日（火）・１８日（火）   ※事前予約がおすすめです。

・相 談 時 間   ： １０：００～１６：００（１２：００～１３：００を除く） 

 どのような支援をしてくれますか？ 

○電子申請を始めるための、質問・相談・疑問等にお答えします。 

○無料で取得可能なＩＤ（※ＧビズＩＤ）の取得方法、申請までの流れ等、わかりやすく説明します。 

○電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）の体験入力（デモンストレーション）も行っています。 

○オンラインや訪問相談も行っています。 


